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監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議  

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、本移行につきましては、本年開催の第９３回定時株主総会において承認される  

ことを条件として実施いたします。 

 

記 

 

１．移行の目的 

  当社は、持続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレートガバナンスの充実に

継続的に取り組んでおります。今後、電気事業が大きな変革期を迎えるなかで、事業環

境の変化に、より機動的かつ柔軟に対応していくことが必要であると考えております。 

こうした認識のもと、取締役会の議決権を有する社外取締役の増員等による経営の 

監督機能の強化と同時に、取締役会から取締役への権限委任を通じた意思決定の迅速化

による業務執行機能の強化をはかるため、「監査等委員会設置会社」へ移行するもので 

あります。 

 

２．移行の時期 

  本年６月開催予定の第９３回定時株主総会において、必要な定款変更について承認を

いただき、移行する予定です。 

 

３．その他 

  監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容および役員人事につきましては、

決定次第お知らせいたします。 

 

 

（別紙）「監査等委員会設置会社」の概要について 

以 上 



（別 紙）

「「「「監査等委員会設置会社」の概要について監査等委員会設置会社」の概要について監査等委員会設置会社」の概要について監査等委員会設置会社」の概要について

○ 監査等委員会設置会社は、平成２７年５月１日施行の改正会社法で新たに創設された経営

機構である。

○ 監査等委員会は、監査等委員である取締役３人以上で構成し、その過半数は社外取締役で

なければならない。また、監査等委員は、取締役会の議決権を有する。

○ 監査等委員会設置会社においては、定款に規定を置き、取締役会で決議することにより、

重要な業務執行の決定を取締役会から取締役に権限委任することができる。

（監査等委員会設置会社におけるコーポレートガバナンス※体制（イメージ図））
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